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徳島県 徳島市 学校教育課 088-621-5414 gakko_kyoiku@city-tokushima.i-tokushima.jp
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kosodate/ikuji/
keizai_shien/shugaku_shorei.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

徳島県 鳴門市 教育委員会 学校教育課 088-686-8802 gakkokyoiku@city.naruto.i-tokushima.jp https://www.city.naruto.tokushima.jp/ ○ ○ ○ ○ ○
徳島県 小松島市 教育委員会 学校課 0885-32-3811 gakkou@city.komatsushima.i-tokushima.jp https://www.city.komatsushima.tokushima.jp ○ ○ ○ ○ ○
徳島県 阿南市 阿南市教育委員会教育部学校教育課 0884-22-3390 kyougak@anan.i-tokushima.jp http://www.city.anan.tokushima.jp/ ○ ○ ○ ○

徳島県 吉野川市 教育委員会学校教育課 0883-22-2273 g-kyouiku@yoshinogawa.i-tokushima.jp
https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2015061100048
/ ○ ○ ○ ○ 市公式アプリに制度を掲載。

徳島県 阿波市 阿波市教育委員会 学校教育課 0883-36-8741 gakko@city.awa.lg.jp https://www.city.awa.lg.jp/ ○ ○ ○ ○
徳島県 美馬市 教育総務課 0883-52-8010 kyouiku@city.mima.lg.jp ○ ○ ○

徳島県 三好市 三好市教育委員会学校教育課 0883-72-3555 gakkoukyouiku@city.tokushima-miyoshi.lg.jp https://www.miyoshi-tokusima.jp ○ ○ ○ ○
徳島県 勝浦町 勝浦町教育委員会 0885-42-2515 kyoiku@towm.katsuura.i-tokushima.jp ○ ○ ○
徳島県 上勝町 教育委員会事務局 0885-45-0111 kyoiku@kamikatsu.i-tokushima.jp ○
徳島県 佐那河内村 佐那河内村教育委員会 088-679-2817 kyouiku@sanagochi.i-tokushima.jp https://www.vill.sanagochi.lg.jp/mainpage-kyoiku.html ○ ○ ○
徳島県 石井町 教育委員会 学校教育課 088-674-7505 info@ishii.i-tokushima.jp http://www.town.ishii.lg.jp ○ ○ ○ ○

徳島県 神山町 教育委員会事務局 088-676-1522 kyoiku@town.kamiyama.lg.jp

https://www
.town.kamiyama.lg.jp/office/kyouikuiinkai/education/no1
39.html ○ ○ ○

徳島県 那賀町 那賀町教育委員会 0884-62-1106 kyoiku@naka.i-tokushima.jp https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/ ○ ○ ○ ○
徳島県 牟岐町 牟岐町教育委員会 学校教育担当 0884-72-0107 mugikyouiku@mugi.i-tokushima.jp ○ ○ ○
徳島県 美波町 教育委員会 0884-77-3620 kyoiku@town.minami.lg.jp https://www.town.minami.lg.jp/ ○ ○
徳島県 海陽町 教育委員会 0884-73-1246 kyoikuiinkai@kaiyo-town.jp https://www.town.kaiyo.lg.jp ○ ○ ○ ○ 前年度認定された保護者には個別に申請の案内を送付。
徳島県 松茂町 教育委員会 学校教育課 088-699-8719 kyouiku@town.matsushige.tokushima.jp http://www.town.matsushige.tokushima.jp ○ ○ ○ ○ ○
徳島県 北島町 北島町教育委員会事務局 088-698-9812 kyouiku@kitajima.i-tokushima.jp https://www.town.kitajima.lg.jp/ ○ ○ ○ ○
徳島県 藍住町 藍住町教育委員会 学校教育課 088-637-3128 gakkoukyouiku@aizumi.i-tokushima.jp https://www.town.aizumi.lg.jp ○ ○
徳島県 板野町 板野町教育委員会 088-672-0136 kyouiku@town-itano.i-tokushima.jp http://www.town.itano.tokushima.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ 家庭訪問時に担任から説明を行っている。
徳島県 上板町 教育委員会 088-694-6804 kyo@kamiita.i-tokushima.jp https://www.townkamiita.jp/ ○ ○ ○
徳島県 つるぎ町 つるぎ町教育委員会学校教育課 0883-62-2331 gakkou@town.tokushima-tsurugi.lg.jp http://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○
徳島県 東みよし町 教育委員会学校教育課 0883-79-3630 kyouiku01@town.higashimiyoshi.lg.jp https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/ ○ ○ ○

Ⅰ 令和２年度就学援助制度の実施について

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

カ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

キ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

ケ．その
他
→（２）

①都道府県 ②市区町村名

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で就
学援助制
度の書類
を配布

オ．学校
の入学説
明会で就
学援助制
度の書類
を配布

（２）ケの内容
１．就学援助制度の周知方法
（１）就学援助制度の周知方法について（あてはまるもの全てに○）
ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類ととも
に配布

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用）
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徳島県 徳島市
徳島県 鳴門市
徳島県 小松島市
徳島県 阿南市

徳島県 吉野川市
徳島県 阿波市
徳島県 美馬市

徳島県 三好市
徳島県 勝浦町
徳島県 上勝町
徳島県 佐那河内村
徳島県 石井町

徳島県 神山町
徳島県 那賀町
徳島県 牟岐町
徳島県 美波町
徳島県 海陽町
徳島県 松茂町
徳島県 北島町
徳島県 藍住町
徳島県 板野町
徳島県 上板町
徳島県 つるぎ町
徳島県 東みよし町

①都道府県 ②市区町村名

Ⅱ 自由記述欄

ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他
→（２）

ア．令和
元年度
（令和２
年度新入
学分）以
前

イ．令和
２年度
（令和３
年度新入
学分）

ウ．令和
３年度
（令和４
年度新入
学分）以
降

エ．未定 ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他
→（２）

ア．令和
元年度
（令和２
年度新入
学分）以
前

イ．令和
２年度
（令和３
年度新入
学分）

ウ．令和
３年度
（令和４
年度新入
学分）以
降

エ．未定

19 4 0 1 18 1 1 3 20 3 0 1 20 0 0 3 1 0

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○
小学校、中学校入学前に町独自の入学準備助成金を支給してい
る。

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

Ⅰ 令和２年度就学援助制度の実施について

＜小学校＞① 実施・検討状況について ＜小学校＞②
①でアと回答･･･入学前支給を導入した時期
①でイと回答･･･導入開始を検討（予定）してい
る時期

＜中学校＞③ 実施・検討状況について

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する貴市区町村の取
組・対応について，これまでの回答への補足

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）
（２）
（１）①及び③のエの内容

（１）令和２年７月時点の貴市区町村の実施（検討）状況について（あてはまるもの１つに○）
＜中学校＞④
③でアと回答･･･入学前支給を導入した時期
③でイと回答･･･導入開始を検討（予定）してい
る時期


